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規 則 の あ ら ま し 

○ 名古屋市児童福祉施設条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 

  （第 5号） 

1  内容 

   名古屋市児童福祉施設条例の一部を改正する条例（平成30年名古屋市条 

例第24号）の施行期日を平成31年 4月 1日と定めるものです。 

○ 名古屋市児童福祉施設条例施行細則の一部を改正する規則（第 6号） 

1  改正内容 

    名古屋市児童福祉施設条例（昭和34年名古屋市条例第14号）の一部改正 

により、名古屋市土古保育園及び名古屋市茶屋保育園を廃止するため、規 

定の整理を行います。（第 2条及び附則第 3項関係） 

2  施行期日 

   平成31年 4月 1日から施行します。 

○ 名古屋市バスターミナル条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規 

  則（第 7号） 

1  内容 

名古屋市バスターミナル条例の一部を改正する条例（平成30年名古屋市 

条例第16号）の施行期日を平成31年 3月25日と定めるものです。 
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 名古屋市児童福祉施設条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を

ここに公布する。 

平成31年 3月 7日 

                 名古屋市長    河  村  た か し 

名古屋市規則第 5号 

   名古屋市児童福祉施設条例の一部を改正する条例の施行期日を定 

   める規則 

名古屋市児童福祉施設条例の一部を改正する条例（平成30年名古屋市条例第 

24号）の施行期日は、平成31年 4月 1日とする。 
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名古屋市児童福祉施設条例施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

  平成31年 3月 7日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

名古屋市規則第 6号 

   名古屋市児童福祉施設条例施行細則の一部を改正する規則 

名古屋市児童福祉施設条例施行細則（平成17年名古屋市規則第70号）の一部 

を次のように改正する。 

 第 2条第 2項の表中 

「 

名 古 屋 市 土 古 保 育 園 20人 20人 50人 90人 及 

                                 」 

び 

「 

名 古 屋 市 茶 屋 保 育 園 20人 20人 50人 90人 を 

                                 」 

削る。 

 附則第 3項の表中「、名古屋市土古保育園、名古屋市茶屋保育園」を削る。 
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   附 則 

この規則は、平成31年 4月 1日から施行する。 
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名古屋市バスターミナル条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

をここに公布する。 

平成31年 3 月 8 日 

名古屋市長  河  村  た か し 

名古屋市規則第 7 号 

名古屋市バスターミナル条例の一部を改正する条例の施行期日を 

   定める規則 

名古屋市バスターミナル条例の一部を改正する条例（平成30 年名古屋市条例

第16 号）の施行期日は、平成31 年 3 月25 日とする。 
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名古屋市告示第 107号 

   農用地利用集積計画について 

 農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第 1項の規定により

次のとおり農用地利用集積計画を定めましたので、同法第19条の規定により公

告します。 

  平成31年 3月 4日 

名古屋市長  河  村  た か し  

1 利用権の設定を受ける者の氏名及び住所 

大久保 真理子 名古屋市中川区露橋二丁目15番 7号 

2 利用権の設定を受ける土地の所在、地番、地目及び面積 

  名古屋市中川区富永四丁目 190番、畑、110.00平方メートル 

3 利用権の設定を行う者の氏名及び住所 

  平野 潤子 名古屋市港区西福田四丁目 906番 

4 設定する利用権 

(1) 種類 使用貸借権 

(2) 内容 畑として利用 

  (3) 存続期間 平成31年 3月10日から平成34年 3月 9日まで 

5 利用権の設定を受ける者の農業経営の状況 

(1) 現に耕作又は養畜の事業に供している農用地の面積：なし 

 (2) 農作業従事の状況 

農業従事日数： 200日、農業従事者： 4人 

 (3) 農機具の保有状況 

鍬： 1、鎌： 1 

名古屋市緑政土木局都市農業課 
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名古屋市告示第 108号 

   農用地利用集積計画について 

 農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第 1項の規定により

次のとおり農用地利用集積計画を定めましたので、同法第19条の規定により公

告します。 

  平成31年 3月 4日 

名古屋市長  河  村  た か し  

1 利用権の設定を受ける者の氏名及び住所 

工藤 勉 名古屋市中川区柳瀬町 2丁目32番地の 2 

2 利用権の設定を受ける土地の所在、地番、地目及び面積 

  名古屋市中川区江松西町 505番、田、464.00平方メートル 

3 利用権の設定を行う者の氏名及び住所 

  小塚 千壽子 名古屋市中川区江松四丁目 521番地 

4 設定する利用権 

(1) 種類 使用貸借権 

(2) 内容 田として利用 

  (3) 存続期間 平成31年 3月11日から平成34年 3月10日まで 

5 利用権の設定を受ける者の農業経営の状況 

(1) 現に耕作又は養畜の事業に供している農用地の面積：9,067.00平方メー

トル 

 (2) 農作業従事の状況 

農業従事日数： 240日、農業従事者：10人 

 (3) 農機具の保有状況 

トラクター： 1、田植機： 1、耕運機： 1、草刈機： 2 

軽トラック： 1、草焼きバーナー： 2、脱穀機： 1、コンバイン： 1 
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名古屋市緑政土木局都市農業課 
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名古屋市告示第 109号 

   名古屋市幸心南土地区画整理組合の理事の氏名及び住所の届出 

 土地区画整理法（昭和29年法律第 119号）第29条第 1項の規定により、名古

屋市幸心南土地区画整理組合から次のとおり理事の氏名及び住所の届出があり

ました。 

  平成31年 3月 5日 

名古屋市長  河  村  た か し  

氏 名       住 所 

川 地 勝 幸   名古屋市守山区幸心一丁目 261番地 

川 地 慎 哉   名古屋市守山区幸心二丁目 604番地 

川 地 敏 幸   名古屋市守山区幸心二丁目 718番地 

川 地 久     名古屋市昭和区山花町 114番地 

高 木 政 佳   名古屋市守山区幸心一丁目 223番地 

名古屋市住宅都市局都市整備部市街地整備課 
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名古屋市告示第1 1 0号 

      車両制限令による道路の指定に関する告示 

車両制限令（昭和36年政令第2 6 5号）第3 条第 1 項第 3 号の規定により、通

行する車両の高さの最高限度が4 . 1メートルである道路を次のように指定し、

併せて同令第10条第1 項の規定により、当該道路を通行する高さが3 . 8メート

ルを超え4 . 1メートル以下の車両の通行方法を次のように定めます。 

  平成31年 3 月 5 日 

名古屋市長  河  村  た か し  

1 指定する道路の路線名及び区間 

道路

の 

種類

整理 

番号 
路 線 名 区      間 摘要 

市道 1 船見町線第 3 号 名古屋市港区船見町27番地先か 

ら 

名古屋市港区船見町 1 番1 3 0地 

先まで

附図 

市道 2 船見町線第 4 号 名古屋市港区船見町27番 5 地先 

から 

名古屋市港区船見町27番地先ま 

で 

市道 3 潮見町線支線第 

2 号 

名古屋市港区潮見町15番 1 地先 

から 

名古屋市港区潮見町15番地先ま 

で 

市道 4 潮見町線支線第 

3 号 

名古屋市港区潮見町14番 1 地先 

から 

名古屋市港区潮見町14番地先ま 

で 
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2 指定する期日  

平成31年 4 月 1 日  

3 通行方法 

1の道路を通行する高さが3 . 8メートルを超え4 . 1メートル以下の車両は、 

次の通行方法によらなければならない。 

(1) 走行位置の指定 

   トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限

界を侵すおそれがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、

道路に隣接する施設等に出入りするためやむを得ず車線からはみ出す場合

は、標識、樹木等の上空障害物に接触しないよう十分に注意すること。 

(2) 後方警戒措置 

   後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、

横寸法0.23メートル以上、縦寸法0.12メートル以上（又は横寸法0.12メー

トル以上、縦寸法0.23メートル以上）の地が黒色の板等に黄色の反射塗装

その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見

やすい箇所に掲げること。 

(3) 道路情報の収集 

   道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじ

め道路情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。 

名古屋市緑政土木局路政部道路管理課 
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名古屋市告示第1 1 1号 

      道路に関する告示 

  道路法（昭和27年法律第1 8 0号）第18条第 2 項の規定に基づき、平成31年 3

月 5 日から次のように道路の供用を開始します。 

  その関係図面は、名古屋市緑政土木局路政部道路利活用課において告示の日 

から 2 週間、一般の縦覧に供します。 

    平成31年 3 月 5 日 

                                  名古屋市長    河  村    た か し 

道路の供用開始 

道路

の

種類

整理

番号

   路  線  名           区                              間 摘  要

市道

1 牧野第28号線 

名古屋市中村区太閤一丁目1902番の 1 地先から 

名古屋市中村区太閤一丁目1902番の 1 地先まで 

第 1

附 図

 2 牧野第29号線 

名古屋市中村区太閤一丁目1804番の 1 地先から 

名古屋市中村区太閤一丁目1804番の 1 地先まで 

 3 牧野第45号線 

名古屋市中村区太閤一丁目1902番の 1 地先から 

名古屋市中村区太閤一丁目1902番の 1 地先まで 

 4 椿町線第 2 号

名古屋市中村区太閤一丁目2311番の 1 地先から 

名古屋市中村区太閤二丁目1 0 7番の 2 地先まで 

 1 戸田第1 7 1号線 

名古屋市中川区戸田西一丁目1401番地先から 

名古屋市中川区戸田西一丁目1802番地先まで 

第 2

附 図

 2 戸田第1 9 6号線 

名古屋市中川区戸田西二丁目1001番地先から 

名古屋市中川区戸田西二丁目1303番地先まで 

名古屋市緑政土木局路政部道路利活用課 
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名古屋市告示第 112号 

清算金金額通知に係る公示送達 

 次の表の左欄に記載する者に対する同表右欄の土地に係る昭島都市計画事業

及び立川都市計画事業立川基地跡地昭島地区土地区画整理事業施行者独立行政

法人都市再生機構が発した土地区画整理法（昭和29年法律第 119号）第 110条

第 1項の規定による清算金金額通知は、送付すべき場所を確知することができ

ないので、同法第 133条第 1項及び同条第 2項において準用する同法第77条第 

5項の規定により、書類の送付に代えて通知の内容が昭島市もくせいの杜一丁

目 4番地先地内において掲示されています。 

  平成31年 3月 6日 

   名古屋市長  河  村  た か し  

名古屋市住宅都市局都市整備部市街地整備課 

書類の送付を受けるべき者 
土地の表示 

氏  名 住  所 

福地 釼吉 名古屋市東区長塀町 2丁目 3 

番地 

東京都昭島市中神町字東武蔵

野1357番13 
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名古屋市告示第1 1 3号 

景観協定の縦覧 

 景観法（平成16年法律第1 1 0号）第81条第 ４ 項の規定により、景観協定の認

可の申請がありましたので、同法第82条第 1 項の規定により告示するとともに、

次のとおり関係人の縦覧に供します。 

  平成31年 3 月 7 日

名古屋市長  河  村  た か し  

 1  景観協定の名称 

名駅三丁目地区景観協定 

 2  景観協定区域 

名古屋市中村区名駅三丁目9 1 1番 外 

 3  景観協定区域隣接地の区域 

名古屋市中村区名駅三丁目9 0 8番 1  外 

 4  縦覧期間 

平成31年 3 月 7 日から同年 3 月20日まで。ただし、名古屋市の休日を定め

る条例（平成 3 年名古屋市条例第36号）第 2 条第 1 項に規定する本市の休日

を除きます。 

 5  縦覧時間 

午前 8 時45分より午後 5 時15分まで。ただし、正午から午後 1 時までを除

きます。 

 ６  縦覧場所 

名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 

名古屋市住宅都市局都市計画部都市景観室（名古屋市役所西庁舎 ４ 階） 

名古屋市住宅都市局都市計画部都市景観室 
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名古屋市告示第 114 号 

個人の市民税における寄附金税額控除の対象となる寄附金の指定    

に関する告示の一部改正 

 平成21年名古屋市告示第 8 号の一部を次のように改正します。 

  平成31年 3 月 7 日 

                 名古屋市長  河  村  た か し  

 表中 

「 

社会福祉法人なごや福祉施設協 
会

名古屋市昭和区石仏町一丁目 3 番地 

                                  」 

を 

「 

社会福祉法人なごや福祉施設協 
会 名古屋市昭和区紅梅町 3丁目 3番地 

                                  」 

に改める。 

名古屋市財政局税務部税制課 
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名古屋市告示第 115 号

市議会の議決を経た予算の要領

地方自治法（ 昭和22年法律第67号） 第219条第2項の規定により、 平成31年

3月6日本市市会本会議において議決された予算の要領を次のとおり公表しま

す。

平成31年3月8日

名古屋市長 河 村 た か し

1 平成30年度名古屋市一般会計補正予算（ 第 6 号）

2 平成30年度名古屋市市場及びと畜場特別会計補正予算（ 第 2 号）

3 平成30年度名古屋市名古屋城天守閣特別会計補正予算（ 第 1 号）

4 平成30年度名古屋市墓地公園整備事業特別会計補正予算（ 第1号）

5 平成30年度名古屋市基金特別会計補正予算（ 第5号）

6 平成30年度名古屋市公債特別会計補正予算（ 第2号）

7 平成30年度名古屋市病院事業会計補正予算（ 第2号）

8 平成30年度名古屋市下水道事業会計補正予算（ 第1号）

名古屋市財政局財政部財政課
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平

成
3
0
年

度
名

古
屋

市
一

般
会

計
の

補
正

予
算

（
第

６
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

 
 
（

歳
入

歳
出

予
算

の
補

正
）

第
１

条
 
 
歳

入
歳

出
予

算
の

総
額

に
歳

入
歳

出
そ

れ
ぞ

れ
2
0
,
2
1
4
,
9
1
9
千

円
を

追
加

し
、

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
を

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ
れ

　
1
,
2
3
0
,
6
1
0
,
4
8
2
千

円
と

す
る

。

２
 
 
歳

入
歳

出
予

算
の

補
正

の
款

項
の

区
分

及
び

当
該

区
分

ご
と

の
金

額
並

び
に

補
正

後
の

歳
入

歳
出

予
算

の
金

額
は

、
「

第
１

表
歳

入
歳

出

 
 
予

算
補

正
」

に
よ

る
。

 
 
（

繰
越

明
許

費
の

補
正

）

第
２

条
 
 
繰

越
明

許
費

の
追

加
は

、
「

第
２

表
繰

越
明

許
費

補
正

」
に

よ
る

。

 
 
（

地
方

債
の

補
正

）

第
３

条
 
 
地

方
債

の
追

加
及

び
変

更
は

、
「

第
３

表
地

方
債

補
正

」
に

よ
る

。

平
成

3
0
年

度
名

古
屋

市
一

般
会

計
補

正
予

算
（

第
６

号
）
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第
１

表
 
 
歳

入
歳

出
予

算
補

正

歳
 
 
 
 
入

補
正

前
の

額
千

円
千

円
計

千
円

1
市

税

1
市

民
税

2
固

定
資

産
税

4
市

た
ば

こ
税

6
地

方
交

付
税

�

1
地

方
交

付
税

�

9
国

庫
支

出
金

1
負

担
金

2
補

助
金

1
0

県
支

出
金

1
負

担
金

2
補

助
金

�

3
委

託
金

1
2

寄
附

金

1
寄

附
金

1
3

繰
入

金

1
他

会
計

繰
入

金

1
6
8
,
6
9
9
,
5
3
8
 
 

5
9
8
,
4
3
9
 
 

1
6
9
,
2
9
7
,
9
7
7
 
 

1
2
,
3
4
9
,
3
1
6
 
 

8
8
,
8
7
4
 
 

1
2
,
2
6
0
,
4
4
2
 
 

3
7
,
6
4
6
,
6
8
1
 
 

2
9
9
,
2
2
0
 
 

3
7
,
9
4
5
,
9
0
1
 
 

1
,
0
7
3
,
8
8
7
 
 

8
,
0
0
0
,
0
0
0
 
 

1
,
0
7
3
,
8
8
7
 
 

6
,
9
2
6
,
1
1
3
 
 

6
,
9
2
6
,
1
1
3
 
 

5
6
9
,
0
4
4
,
0
0
0
 
 

9
,
7
6
4
,
6
2
2
 
 

5
7
8
,
8
0
8
,
6
2
2
 
 

2
1
0
,
6
4
4
,
0
0
0
 
 

1
,
0
2
1
,
0
0
0
 
 

2
1
1
,
6
6
5
,
0
0
0
 
 

1
4
,
4
9
0
,
0
0
0
 
 

9
5
1
,
0
0
0
 
 

1
5
,
4
4
1
,
0
0
0
 
 

款
項

補
正

額

4
,
7
8
1
,
1
0
6
 
 

5
4
,
5
5
3
,
3
1
9
 
 

2
6
7
,
8
8
3
 
 

8
,
0
0
0
,
0
0
0
 
 

5
,
3
7
9
,
5
4
5
 
 

3
4
,
1
7
0
,
6
0
7
 
 

1
9
8
,
9
1
1
,
2
2
5
 
 

2
9
,
3
8
9
,
5
0
1
 
 

2
0
4
,
2
9
0
,
7
7
0
 
 

5
4
,
8
2
1
,
2
0
2
 
 

2
7
9
,
2
3
6
,
0
0
0
 
 

7
,
7
9
2
,
6
2
2
 
 

2
8
7
,
0
2
8
,
6
2
2
 
 

4
,
5
5
7
,
3
2
2
 
 

5
7
,
5
3
7
 
 

4
,
6
1
4
,
8
5
9
 
 

1
5
,
8
3
1
,
1
7
0
 
 

1
6
,
3
0
5
 
 

1
5
,
8
4
7
,
4
7
5
 
 

1
5
,
8
3
1
,
1
7
0
 
 

1
6
,
3
0
5
 
 

1
5
,
8
4
7
,
4
7
5
 
 

2
9
5
,
1
4
0
 
 

1
7
0
,
0
0
0
 
 

4
6
5
,
1
4
0
 
 

2
9
5
,
1
4
0
 
 

1
7
0
,
0
0
0
 
 

4
6
5
,
1
4
0
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1
4

繰
越

金

1
繰

越
金

1
5

諸
収

入

7
雑

入

1
6

市
債

1
市

債

4
6
2
,
5
1
6
 
 

1
3
2
,
3
3
8
,
2
6
4
 
 

3
4
1
,
9
4
2
 
 

1
,
2
1
8
,
9
3
5
 
 

4
,
0
0
9
,
0
0
0
 
 

1
,
2
3
0
,
6
1
0
,
4
8
2
 
 

1
,
5
6
0
,
8
7
7
 
 

3
4
1
,
9
4
2
 
 

1
,
2
1
8
,
9
3
5
 
 

2
1
,
1
2
4
,
7
9
9
 
 

4
6
2
,
5
1
6
 
 

9
5
,
8
9
5
,
0
0
0
 
 

9
1
,
8
8
6
,
0
0
0
 
 

1
,
2
1
0
,
3
9
5
,
5
6
3
 
 

9
5
,
8
9
5
,
0
0
0
 
 

1
,
5
6
0
,
8
7
7
 
 

2
1
,
5
8
7
,
3
1
5
 
 

1
3
2
,
8
0
0
,
7
8
0
 
 

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

2
0
,
2
1
4
,
9
1
9
 
 

9
1
,
8
8
6
,
0
0
0
 
 

4
,
0
0
9
,
0
0
0
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歳
 
 
 
 
出

補
正

前
の

額
千

円
千

円
計

千
円

2
総

務
費

2
財

務
管

理
費

3
選

挙
費

3
健

康
福

祉
費

1
社

会
福

祉
費

2
老

人
福

祉
費

7
公

衆
衛

生
費

4
子

ど
も

青
少

年
費

1
子

ど
も

青
少

年
費

5
環

境
費

2
環

境
事

業
費

6
市

民
経

済
費

4
工

業
研

究
所

費

8
緑

政
土

木
費

2
道

路
橋

り
よ

う
費

3
街

路
費

4
治

水
費

5
緑

政
費

9
住

宅
都

市
費

5
7
,
3
1
9
,
1
0
6
 
 

6
7
,
4
4
9
,
4
1
9
 
 

2
2
,
4
0
5
,
5
3
0
 
 

1
2
2
,
0
0
0
 
 

2
2
,
5
2
7
,
5
3
0
 
 

1
6
,
7
9
8
,
4
0
0
 
 

9
9
,
8
1
9
,
8
5
3
 
 

4
5
,
0
8
6
,
2
9
0
 
 

5
3
,
5
3
1
,
3
9
8
 
 

1
6
5
,
4
5
3
,
1
6
6
 
 

2
3
1
,
8
4
0
 
 

1
6
5
,
6
8
5
,
0
0
6
 
 

2
8
6
,
2
4
5
 
 

1
7
,
0
8
4
,
6
4
5
 
 

9
,
0
6
6
,
5
9
2
 
 

5
5
0
,
0
0
0
 
 

9
,
6
1
6
,
5
9
2
 
 

7
,
4
1
8
,
7
0
7
 
 

6
6
,
0
0
0
 
 

7
,
4
8
4
,
7
0
7
 
 

4
4
,
2
9
1
,
0
9
3
 
 

9
8
9
,
9
8
1
 
 

4
,
6
1
5
,
0
7
4
 
 

1
1
5
,
0
7
4
 
 

5
,
7
0
8
,
8
2
9
 
 

4
,
5
0
0
,
0
0
0
 
 

款
補

正
額

項

5
1
,
0
0
0
 
 

5
1
,
0
0
0
 
 

9
9
,
8
7
0
,
8
5
3
 
 

1
7
0
,
0
0
0
 
 

1
2
,
1
5
1
,
5
5
4
 
 

8
,
4
4
5
,
1
0
8
 
 

1
,
8
6
5
,
8
2
0
 
 

9
2
,
9
1
7
,
2
8
8
 
 

6
3
5
,
4
8
2
 
 

5
7
,
9
5
4
,
5
8
8
 
 

1
6
5
,
6
8
5
,
0
0
6
 
 

5
2
,
6
7
0
,
3
4
5
 
 

1
,
2
2
8
,
9
5
0
 
 

1
,
3
3
8
,
4
5
0
 
 

1
,
2
8
7
,
4
5
0
 
 

5
0
,
2
5
5
,
5
1
6
 
 

8
,
4
4
5
,
1
0
8
 
 

5
8
,
7
0
0
,
6
2
4
 
 

6
6
,
4
2
5
,
1
7
4
 
 

1
,
0
2
4
,
2
4
5
 
 

5
3
,
8
9
9
,
2
9
5
 
 

1
6
5
,
4
5
3
,
1
6
6
 
 

3
1
9
,
2
1
8
,
1
1
0
 
 

9
1
,
0
5
1
,
4
6
8
 
 

1
1
,
9
8
1
,
5
5
4
 
 

2
3
1
,
8
4
0
 
 

4
8
,
9
0
6
,
1
6
7
 
 

1
,
1
0
5
,
0
5
5
 
 

2
,
6
7
1
,
3
0
2
 
 

3
1
6
,
5
4
6
,
8
0
8
 
 

1
0
,
2
0
8
,
8
2
9
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2
住

宅
費

1
1

教
育

費

1
教

育
総

務
費

2
小

学
校

費

3
中

学
校

費

4
高

等
学

校
費

5
幼

稚
園

費

6
特

別
支

援
学

校
費

1
0

体
育

費
5
,
6
6
2
,
0
7
8
 
 

3
0
,
0
0
0
 
 

5
,
6
9
2
,
0
7
8
 
 

4
1
,
9
9
6
,
1
7
5
 
 

5
5
0
,
0
1
7
 
 

4
2
,
5
4
6
,
1
9
2
 
 

1
1
,
4
7
1
,
3
5
2
 
 

1
,
6
4
5
,
4
4
0
 
 

2
7
,
3
2
5
 
 

1
,
6
7
2
,
7
6
5
 
 

5
,
5
1
1
,
7
8
8
 
 

5
,
0
0
0
 
 

5
,
5
1
6
,
7
8
8
 
 

1
2
,
8
4
8
,
6
1
7
 
 

3
0
,
0
0
0
 
 

1
2
,
8
7
8
,
6
1
7
 
 

5
7
,
5
0
0
 
 

1
1
,
5
2
8
,
8
5
2
 
 

8
1
,
4
9
5
,
1
8
0
 
 

1
,
2
4
7
,
5
5
8
 
 

8
2
,
7
4
2
,
7
3
8
 
 

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

1
,
2
1
0
,
3
9
5
,
5
6
3
 
 

2
0
,
2
1
4
,
9
1
9
 
 

1
,
2
3
0
,
6
1
0
,
4
8
2
 
 

1
,
2
2
8
,
9
5
0
 
 

2
6
,
9
1
4
,
2
3
1
 
 

1
8
4
,
4
3
5
,
0
3
9
 
 

1
,
9
4
7
,
4
0
0
 
 

1
8
6
,
3
8
2
,
4
3
9
 
 

2
5
,
6
8
5
,
2
8
1
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第
２

表
 
 
繰

越
明

許
費

補
正

補
助

3
健

康
福

祉
費

1
社

会
福

祉
費

民
間

障
害

者
支

援
施

設
の

非
常

用
発

電
機

整
備

等
補

助
3
4
,
6
2
3
 
 

障
害

者
ス

ポ
ー

ツ
セ

ン
タ

ー
の

給
水

設
備

等
改

修
8
0
,
0
0
0
 
 

民
間

障
害

者
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

等
の

整
備

補
助

3
4
6
,
1
4
2
 
 

寿
荘

の
ナ

ー
ス

コ
ー

ル
改

修
6
0
,
0
0
0
 
 

北
名

古
屋

工
場

建
設

に
伴

う
周

辺
整

備
1
0
2
,
0
0
0
 
 

富
田

工
場

の
設

備
更

新
3
,
2
0
6
,
5
2
0
 
 

5
環

境
費

2
環

境
事

業
費

北
名

古
屋

工
場

の
建

設
2
,
7
4
3
,
4
6
3
 
 

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

の
屋

根
防

水
改

修
等

2
0
,
0
0
0
 
 

6
市

民
経

済
費

2
区

役
所

費
住

民
記

録
シ

ス
テ

ム
の

改
修

2
5
,
0
0
0
 
 

2
老

人
福

祉
費

民
間

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
の

非
常

用
発

電
機

整
備

等
2
6
5
,
6
5
6
 
 

千
円

款
金

額
項

事
業

名

4
子

ど
も

青
少

年
費

1
子

ど
も

青
少

年
費

福
祉

総
合

情
報

シ
ス

テ
ム

の
改

修
1
2
,
0
0
0
 
 

留
守

家
庭

児
童

健
全

育
成

事
業

環
境

改
善

整
備

助
成

2
,
3
4
0
 
 

地
域

療
育

セ
ン

タ
ー

通
園

バ
ス

等
の

購
入

2
2
,
0
0
0
 
 

玉
野

川
学

園
の

衛
生

設
備

改
修

4
,
0
0
0
 
 

と
だ

が
わ

こ
ど

も
ラ

ン
ド

の
遊

具
改

修
等

2
4
,
0
0
0
 
 

1
6
7
,
5
0
0
 
 

ト
ワ

イ
ラ

イ
ト

ス
ク

ー
ル

等
の

空
調

設
備

改
修
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1
0

消
防

費
1

消
防

費
西

消
防

署
の

セ
ミ

リ
ニ

ュ
ー

ア
ル

改
修

6
4
,
0
0
0
 
 

ブ
ロ

ッ
ク

塀
の

撤
去

等
1
0
3
,
7
1
7
 
 

3
中

学
校

費

2
小

学
校

費

ブ
ロ

ッ
ク

塀
の

撤
去

等
2
6
4
,
5
5
8
 
 

特
別

教
室

の
空

調
設

備
整

備
6
3
,
8
0
0
 
 

特
別

教
室

の
空

調
設

備
整

備
1
4
3
,
0
0
0
 
 

管
理

諸
室

の
空

調
設

備
改

修
8
4
0
,
0
0
0
 
 

管
理

諸
室

の
空

調
設

備
改

修
3
8
2
,
5
0
0
 
 

管
理

諸
室

の
空

調
設

備
改

修
5
7
,
5
0
0
 
 

4
高

等
学

校
費

4
工

業
研

究
所

費
画

像
解

析
技

術
を

活
用

し
た

信
頼

性
評

価
支

援
事

業
5
1
,
0
0
0
 
 

3
産

業
費

公
設

市
場

の
外

壁
改

修
等

2
6
,
0
0
0
 
 

7
観

光
文

化
交

流
費

3
名

古
屋

城
費

名
古

屋
城

天
守

閣
事

業
資

金
の

貸
付

1
5
,
5
7
4
 
 

4
治

水
費

河
川

・
排

水
路

の
整

備
8
6
7
,
0
0
0
 
 

5
緑

政
費

公
園

の
整

備
1
0
3
,
0
0
0
 
 

8
緑

政
土

木
費

2
道

路
橋

り
よ

う
費

道
路

・
橋

り
よ

う
の

整
備

7
3
1
,
0
0
0
 
 

古
沢

公
園

駐
車

場
の

消
火

設
備

改
修

2
8
,
0
0
0
 
 

住
宅

費
市

営
住

宅
の

建
設

1
,
2
2
8
,
9
5
0
 
 

5
,
0
0
0
 
 

2
,
0
2
6
,
0
0
0
 
 

9
住

宅
都

市
費

1
都

市
計

画
費

3
街

路
費

街
路

の
整

備

久
屋

駐
車

場
発

電
機

室
の

改
修

2

教
育

館
の

移
転

改
築

6
7
3
,
0
0
0
 
 

1
1

教
育

費
1

教
育

総
務

費
子

ど
も

適
応

相
談

セ
ン

タ
ー

サ
テ

ラ
イ

ト
ス

ク
ー

ル
教

3
0
,
0
0
0
 
 

育
相

談
室

の
復

旧
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第
３

表
 
 
地

方
債

補
正

 
 
１

 
 
追

 
 
加

 
 
分

5
幼

稚
園

費
ブ

ロ
ッ

ク
塀

の
撤

去
等

2
7
,
3
2
5
 
 

1
0

体
育

費
ス

ポ
ー

ツ
振

興
会

館
会

議
室

等
の

復
旧

3
0
,
0
0
0
 
 

6
特

別
支

援
学

校
費

管
理

諸
室

の
空

調
設

備
改

修
5
,
0
0
0
 
 

款
項

事
業

名
金

額
千

円

千
円

団
体

金
融

機
構

資
金

に
つ

い
て

、
利

と
が

で
き

る
。

政
府

資
金

を
借

り
入

れ
る

場
合

は
、

そ
の

融
資

条
件

に
よ

る
。

率
の

見
直

し
を

行
っ

た
後

に
お

い
て

は
、

当
該

見
直

し
後

の
利

率
）

は
証

券
発

行
（

た
だ

し
､
利

率
見

直
し

方
式

で
借

の
方

法
に

よ
り

、
又

は
満

期
日

に
元

金
を

一
括

し
て

償
還

す
る

。
た

だ
し

、
財

政
の

都
合

り
入

れ
る

政
府

資
金

及
び

地
方

公
共

に
よ

り
据

置
期

間
及

び
償

還
期

限
を

短
縮

し
、

も
し

く
は

繰
上

償
還

又
は

借
換

え
す

る
こ

幼
稚

園
整

備
費

1
7
,
0
0
0

普
通

貸
借

又
年

5
.
0
％

以
内

起
債

年
度

よ
り

据
置

期
間

を
ふ

く
め

、
4
0
年

度
間

以
内

に
毎

年
元

利
も

し
く

は
元

金
均

等

起
債

の
目

的
限

度
額

起
債

の
方

法
利

率
償

 
 
 
 
 
 
 
還

 
 
 
 
 
 
 
の

 
 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
 
 
法
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２

 
 
変

 
 
更

 
 
分

普
通

貸
借

又
年

5
.
0
％

以
内

起
債

年
度

よ
り

据
置

期
間

を
ふ

く
め

、
4
0
年

度
間

は
証

券
発

行
以

内
に

毎
年

元
利

も
し

く
は

元
金

均
等

の
方

法
に

し
方

式
で

借
り

入
れ

る
よ

り
、

又
は

満
期

日
に

元
金

を
一

括
し

て
償

還
す

政
府

資
金

及
び

地
方

公
る

。
た

だ
し

、
財

政
の

都
合

に
よ

り
据

置
期

間
及

共
団

体
金

融
機

構
資

金
び

償
還

期
限

を
短

縮
し

、
も

し
く

は
繰

上
償

還
又

に
つ

い
て

、
利

率
の

見
は

借
換

え
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

政
府

資
金

を
借

直
し

を
行

っ
た

後
に

お
り

入
れ

る
場

合
は

、
そ

の
融

資
条

件
に

よ
る

。
い

て
は

、
当

該
見

直
し

後
の

利
率

）

同
上

同
上

同
上

施
設

整
備

費
子

ど
も

青
少

年
5
4
5
,
0
0
0

同
上

同
上

同
上

6
6
1
,
0
0
0

同
上

同
上

同
上

住
宅

建
設

費
3
,
9
8
4
,
0
0
0

同
上

同
上

同
上

4
,
6
4
4
,
0
0
0

償
還

の
方

法
千

円
千

円
利

率
利

率

2
1
5
,
0
0
0

補
正

前
に

起
債

の
方

法
限

度
額

同
じ

起
債

の
目

的
補

正
前

補
正

後

限
度

額

補
正

前
に

起
債

の
方

法

補
正

前

償
還

の
方

法

整
備

費
（

た
だ

し
､
利

率
見

直
同

じ
に

同
じ

社
会

福
祉

施
設

1
7
2
,
0
0
0

公
共

土
木

事
業

費
2
1
,
9
2
7
,
0
0
0

同
上

同
上

同
上

2
2
,
2
5
7
,
0
0
0

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

公
園

緑
地

整
備

費
4
,
7
1
4
,
0
0
0

同
上

同
上

同
上

4
,
7
6
4
,
0
0
0

同
上

同
上

同
上

整
備

費
廃

棄
物

処
理

施
設

8
,
3
3
6
,
0
0
0

同
上

同
上

同
上

1
2
,
9
2
0
,
0
0
0

同
上

4
1
7
,
0
0
0

義
務

教
育

施
設

5
,
1
2
8
,
0
0
0

同
上

同
上

同
上

6
,
6
1
1
,
0
0
0

2
6
1
,
0
0
0

同
上

同
上

同
上

同
上

整
備

費

高
等

学
校

整
備

費
3
6
8
,
0
0
0

同
上

同
上

2
1
,
6
7
4
,
0
0
0

同
上

同
上

同
上

同
上

特
別

支
援

学
校

2
5
8
,
0
0
0

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

整
備

費

臨
時

財
政

対
策

債
2
5
,
0
0
0
,
0
0
0

同
上

同
上

同
上
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平

成
3
0
年

度
名

古
屋

市
市

場
及

び
と

畜
場

特
別

会
計

の
補

正
予

算
（

第
２

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 
 
（

繰
越

明
許

費
の

補
正

）

第
１

条
 
 
繰

越
明

許
費

の
追

加
は

、
「

第
１

表
繰

越
明

許
費

補
正

」
に

よ
る

。

平
成

3
0
年

度
名

古
屋

市
市

場
及

び
と

畜
場

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

２
号

）

30



第
１

表
 
 
繰

越
明

許
費

補
正

千
円

1
卸

売
市

場
費

2
整

備
費

款
項

事
業

名
金

額

北
部

市
場

ト
イ

レ
改

修
工

事
3
7
,
0
0
0
 
 

31



 
 
平

成
3
0
年

度
名

古
屋

市
名

古
屋

城
天

守
閣

特
別

会
計

の
補

正
予

算
（

第
１

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 
 
（

繰
越

明
許

費
）

第
１

条
 
 
地

方
自

治
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
6
7
号

）
第

2
1
3
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
翌

年
度

に
繰

り
越

し
て

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

経
費

　
は

、
「

第
１

表
繰

越
明

許
費

」
に

よ
る

。

平
成

3
0
年

度
名

古
屋

市
名

古
屋

城
天

守
閣

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）

32



第
１

表
 
 
繰

越
明

許
費

天
守

台
石

垣
調

査
1
5
,
5
7
4
 
 

款
項

事
業

名
金

額

事
業

費

千
円

2
6
4
,
0
0
0
 
 

天
守

閣
木

造
復

元
の

実
施

設
計

1
名

古
屋

城
天

守
閣

事
業

費
1
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平

成
3
0
年

度
名

古
屋

市
墓

地
公

園
整

備
事

業
特

別
会

計
の

補
正

予
算

（
第

１
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

 
 
（

歳
入

歳
出

予
算

の
補

正
）

第
１

条
 
 
歳

入
歳

出
予

算
の

総
額

か
ら

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ
れ

5
9
,
1
6
7
千

円
を

減
額

し
、

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
を

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ
れ

 
 
1
,
0
8
0
,
4
4
0
千

円
と

す
る

。

２
 
 
歳

入
歳

出
予

算
の

補
正

の
款

項
の

区
分

及
び

当
該

区
分

ご
と

の
金

額
並

び
に

補
正

後
の

歳
入

歳
出

予
算

の
金

額
は

、
「

第
１

表
歳

入
歳

出

 
 
予

算
補

正
」

に
よ

る
。

平
成

3
0
年

度
名

古
屋

市
墓

地
公

園
整

備
事

業
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
１

号
）

34



第
１

表
 
 
歳

入
歳

出
予

算
補

正

歳
 
 
 
 
入

補
正

前
の

額
千

円
千

円
計

千
円

1
墓

地
整

備
事

業
収

入
�

1
使

用
料

�

2
他

会
計

繰
入

金

�

歳
 
 
 
 
出

補
正

前
の

額
千

円
千

円
計

千
円

1
墓

地
整

備
事

業
費

�

1
事

業
費

� �補
正

額

5
9
,
1
6
7
 
 

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

1
,
1
3
9
,
6
0
7
 
 

1
,
0
8
0
,
4
4
0
 
 

5
9
,
1
6
7
 
 

5
7
0
,
8
1
0
 
 

5
9
,
1
6
7
 
 

5
1
1
,
6
4
3
 
 

4
9
0
,
5
9
5
 
 

5
9
,
1
6
7
 
 

4
3
1
,
4
2
8
 
 

款
項

1
,
1
3
9
,
6
0
7
 
 

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

4
1
7
,
3
8
0
 
 

款
項

1
5
3
,
4
3
0
 
 

補
正

額

5
7
0
,
8
1
0
 
 

5
9
,
1
6
7
 
 

5
1
1
,
6
4
3
 
 

1
,
0
8
0
,
4
4
0
 
 

2
4
2
,
4
1
2
 
 

1
7
4
,
9
6
8
 
 

1
8
3
,
2
4
5
 
 

3
3
6
,
6
7
5
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平

成
3
0
年

度
名

古
屋

市
基

金
特

別
会

計
の

補
正

予
算

（
第

５
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

 
 
（

歳
入

歳
出

予
算

の
補

正
）

第
１

条
 
 
歳

入
歳

出
予

算
の

総
額

に
歳

入
歳

出
そ

れ
ぞ

れ
4
,
5
1
6
,
3
0
5
千

円
を

追
加

し
、

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
を

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ
れ

 
 
1
0
4
,
6
6
9
,
6
8
0
千

円
と

す
る

。

２
 
 
歳

入
歳

出
予

算
の

補
正

の
款

項
の

区
分

及
び

当
該

区
分

ご
と

の
金

額
並

び
に

補
正

後
の

歳
入

歳
出

予
算

の
金

額
は

、
「

第
１

表
歳

入
歳

出

 
 
予

算
補

正
」

に
よ

る
。

平
成

3
0
年

度
名

古
屋

市
基

金
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
５

号
）

36



第
１

表
 
 
歳

入
歳

出
予

算
補

正

歳
 
 
 
 
入

補
正

前
の

額
千

円
千

円
計

千
円

1
3

震
災

対
策

事
業

3
基

金
積

戻
金

1
8

財
政

調
整

基
金

収
入

4
繰

入
金

歳
 
 
 
 
出

補
正

前
の

額
千

円
千

円
計

千
円

1
3

震
災

対
策

事
業

基
金

1
他

会
計

繰
出

金

1
8

財
政

調
整

基
金

2
積

立
金

1
,
0
6
0
,
2
5
2
 
 

基
金

収
入

1
,
0
4
7
,
6
4
7
 
 

1
6
,
3
0
5
 
 

1
,
0
6
3
,
9
5
2
 
 

補
正

額

1
,
0
4
3
,
9
4
7
 
 

1
6
,
3
0
5
 
 

1
,
0
4
7
,
6
4
7
 
 

1
6
,
3
0
5
 
 

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

1
0
0
,
1
5
3
,
3
7
5
 
 

1
0
4
,
6
6
9
,
6
8
0
 
 

4
,
5
1
6
,
3
0
5
 
 

5
,
1
2
5
,
8
3
5
 
 

4
,
5
0
0
,
0
0
0
 
 

9
,
6
2
5
,
8
3
5
 
 

4
3
,
8
5
8
 
 

4
,
5
0
0
,
0
0
0
 
 

4
,
5
4
3
,
8
5
8
 
 

款
項

1
0
0
,
1
5
3
,
3
7
5
 
 

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

－
 
 

款
項

補
正

額

1
,
0
4
3
,
9
4
7
 
 

1
6
,
3
0
5
 
 

4
,
5
1
6
,
3
0
5
 
 

1
,
0
6
0
,
2
5
2
 
 

5
,
1
2
5
,
8
3
5
 
 

4
,
5
0
0
,
0
0
0
 
 

9
,
6
2
5
,
8
3
5
 
 

1
,
0
6
3
,
9
5
2
 
 

1
0
4
,
6
6
9
,
6
8
0
 
 

4
,
5
0
0
,
0
0
0
 
 

4
,
5
0
0
,
0
0
0
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平

成
3
0
年

度
名

古
屋

市
公

債
特

別
会

計
の

補
正

予
算

（
第

２
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

 
 
（

歳
入

歳
出

予
算

の
補

正
）

第
１

条
 
 
歳

入
歳

出
予

算
の

総
額

に
歳

入
歳

出
そ

れ
ぞ

れ
6
,
1
6
5
,
0
0
0
千

円
を

追
加

し
、

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
を

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ
れ

 
 
4
8
5
,
4
6
6
,
4
7
2
千

円
と

す
る

。

２
 
 
歳

入
歳

出
予

算
の

補
正

の
款

項
の

区
分

及
び

当
該

区
分

ご
と

の
金

額
並

び
に

補
正

後
の

歳
入

歳
出

予
算

の
金

額
は

、
「

第
１

表
歳

入
歳

出

 
 
予

算
補

正
」

に
よ

る
。

平
成

3
0
年

度
名

古
屋

市
公

債
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
２

号
）

38



第
１

表
 
 
歳

入
歳

出
予

算
補

正

歳
 

 
入

補
正

前
の

額
千

円
千

円
計

千
円

1
公

債

1
公

債

歳
 

 
出

補
正

前
の

額
千

円
千

円
計

千
円

1
繰

出
金

1
起

債
額

繰
出

款
項

4
7
9
,
3
0
1
,
4
7
2
 

歳
 

 
入

 
 
合

 
 
計

2
1
8
,
5
0
0
,
0
0
0
 

2
1
8
,
5
0
0
,
0
0
0
 

補
正

額

2
2
4
,
6
6
5
,
0
0
0
 

補
正

額

6
,
1
6
5
,
0
0
0
 

4
8
5
,
4
6
6
,
4
7
2
 

6
,
1
6
5
,
0
0
0
 

2
2
4
,
6
6
5
,
0
0
0
 

4
8
5
,
4
6
6
,
4
7
2
 

1
4
7
,
5
8
5
,
0
0
0
 

1
4
7
,
5
8
5
,
0
0
0
 

歳
 

 
出

 
 
合

 
 
計

4
7
9
,
3
0
1
,
4
7
2
 

6
,
1
6
5
,
0
0
0
 

款
項

1
4
1
,
4
2
0
,
0
0
0
 

6
,
1
6
5
,
0
0
0
 

6
,
1
6
5
,
0
0
0
 

1
4
1
,
4
2
0
,
0
0
0
 

6
,
1
6
5
,
0
0
0
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（
総

　
則

）

第
１

条
　

平
成

3
0
年

度
名

古
屋

市
病

院
事

業
会

計
の

補
正

予
算

（
第

２
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

（
収

益
的

収
入

及
び

支
出

）

第
２

条
　

平
成

3
0
年

度
名

古
屋

市
病

院
事

業
会

計
予

算
（

以
下

「
予

算
」

と
い

う
。

）
第

３
条

に
定

め
た

収
益

的
収

入
及

び
支

出
の

予
定

額
を

次
の

と
お

り
補

正
す

る
。

 
（

 
科

　
目

 
）

収
　

入
千

円
千

円
千

円

第
２

款

第
１

項

第
２

項 収
 

入
 
　

合
 

計

支
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名古屋市選挙管理委員会告示第 2 号 

各種直接請求等に必要な数について 

 地方自治法（昭和22 年法律第67 号）の規定による各種の直接請求、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律（昭和31 年法律第 162  号）の規定による委員

の解職請求並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成16 年法律第59 号）の

規定による合併協議会設置の請求をするのに必要な数は次のとおりである。 

平成31 年 3 月 6 日 

名古屋市選挙管理委員会委員長 竹 腰 公 夫 

1  地方自治法第74 条第 1 項（条例（地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料

及び手数料の徴収に関するものを除く。 ）の制定又は改廃の請求）、 同法

第75 条第 1 項（市の事務並びに市長及び教育委員会、選挙管理委員会、人

事委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員の権限

に属する事務の執行に関する監査の請求）及び市町村の合併の特例に関す

る法律第 4 条第 1 項及び同法第 5 条第 1 項（合併協議会設置の請求）に規

定する数 

37,544 人 

2  地方自治法第76 条第 1 項（市の議会の解散の請求）、 同法第81 条第 1 項（

市長の解職の請求）及び同法第86 条第 1 項（副市長、選挙管理委員又は監

査委員の解職の請求）並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

8 条第 1 項（市の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求）に規定する

数 

334,645 人 

3  地方自治法第80 条第 1 項（市の議会の議員の解職の請求）及び同法第86 条
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第 1 項（区の選挙管理委員の解職の請求）に規定する数 

区 名 規定する数 区 名 規定する数 

千 種 区 43,431 人 熱 田 区 18,162 人

東   区 21,368 人 中 川 区 60,332 人

北   区 45,556 人 港   区 39,006 人

西   区 40,757 人 南   区 37,949 人

中 村 区 37,648 人 守 山 区 46,912 人

中   区 23,206 人 緑   区 66,216 人

昭 和 区 28,259 人 名 東 区 43,701 人

瑞 穂 区 29,762 人 天 白 区 43,458 人

4  市町村の合併の特例に関する法律第 4 条第11 項及び同法第 5 条第15 項に規

定する数 

312,859 人 

名古屋市選挙管理委員会事務局
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名古屋市上下水道局管理規程第１号 

名古屋市上下水道局職員研修規程（平成12年名古屋市上下水道局管理規程第

29号）を次のように改正する。 

平成31年３月６日 

名古屋市上下水道局長  宮  村  喜  明  

第２条第２項第２号中「部門別研修」を「実務研修」に、「各部門において

職務」を「特定の業務」に、「修得させる」を「習得する」に改め、同項第３ 

号中「職員一人ひとりの能力向上を図り、組織としての技術力・対応力を確保」 

を「職員として視野拡大に繋がる知識及び技術を習得」に改め、同項第４号中

「ＯＪＴ推進支援」を「ＯＪＴ支援研修」に改め、同項中第６号を第８号とし、

第５号を第７号とし、第４号の次に次の２号を加える。 

(5) 外部派遣研修 専門的な知識及び技術を習得するため、外部の法人その

他の団体に職員を派遣して行う研修 

(6) 課室公所研修 課（室を含む。）又は公所（以下「課公所」という。）

が所管する業務に関し、他課公所の職員を対象に知識及び技術を向上させ

るために行う研修 

 第２条第３項第１号中「前項第１号から第４号まで」を「前項第１号から第

５号まで」に改め、同項第２号中「前項第５号」を「前項第６号及び第７号」

に、「課（室を含む。以下同じ。）又は公所」を「課公所」に改め、同項第３

号中「前項第６号」を「前項第８号」に改める。 

 第３条第１項中「前条第２項第５号」を「前条第２項第７号及び第８号」に

改める。 

 第９条第１項中「課又は公所」を「課公所」に改め、同条第２項中「第２条

第３項第２号の規定に基づき職場研修」を「第２条第２項第６号に掲げる課室

公所研修」に改める。 

附 則 
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 （施行期日） 

１ この規程は、発布の日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日から平成31年３月31日までの間における研修の種類及び内容、研修

を行う職員並びに研修に係る課公所長の責務については、この規程による改

正後の名古屋市上下水道局職員研修規程第２条第２項及び第３項並びに第９

条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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名古屋市交通局管理規程第１号 

名古屋市交通局会計規程（昭和３１年名古屋市交通局管理規程第１１号）の

一部を次のように改正する。 

平成３１年３月７日 

                  名古屋市交通局長 光 田 清 美  

 第５５条第１項第１４号を次のように改める。 

(14) 日本郵便株式会社に支払う経費（後納郵便料金を除く。）  

   附 則 

 この規程は、発布の日から施行する。 
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   公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の 

位置及び構造の認定に係る公告 

 建築基準法（昭和25年法律第 201 号）第86条の 2 第 1 項の規定に基づき、次 

の認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造を 

認定しましたので、同条第 6 項の規定により、次のとおり公告するとともに、 

その関係図書を一般の縦覧に供します。 

  平成31年 3 月 6 日 

名古屋市長  河  村  た か し 

 1  対象区域 

名古屋市天白区平針南一丁目 102 番、 103 番、 104 番、 105 番、 106 番、 

 107 番、 108 番、 109 番、 110 番、 111 番、 112 番、 113 番、 114 番、 

 201 番、 202 番、 203 番、 204 番、 205 番、 206 番、 207 番、 208 番、 

 209 番、 210 番、 211 番、 212 番、 213 番、 214 番、 215 番、 216 番、 

 301 番、 302 番、 303 番、 401 番、 402 番、 403 番、 404 番、 605 番 2 の

一部及び 605 番 3  

名古屋市天白区平針南二丁目 2 番の一部及び 3 番の一部 

名古屋市天白区平針南三丁目 101 番、 102 番、 201 番、 202 番、 203 番、 

 204 番、 601 番及び 602 番 

名古屋市天白区大字平針字黒石2878番1302 

名古屋市天白区中平四丁目1808番の一部 

 2  縦覧場所 

 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 

 名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課 

 （名古屋市役所西庁舎 2 階） 
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 3  縦覧日時 

 名古屋市の休日を定める条例（平成 3 年名古屋市条例第36号）第 2 条第 1 

項に規定する本市の休日以外の日の午前 8 時45分から午後 5 時15分まで。た

だし、正午から午後 1 時までを除きます。 

名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課 
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